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処分の概要 分担金の徴収

例 規 名

根 拠 条 項
名寄市農林業施設等災害復旧工事費分担金徴収条例 第1条

例 規 番 号 平成18年条例第160号

【根拠条文】

(目的)

第1条 この条例は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25

年法律第169号。以下「法」という。)により、市が補助を受けて行う農林業災害復旧工事の

費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収す

ることを目的とする。

【基準】

根拠条文、第2条及び第3条の規定による。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、当該事業に要する費用のうち法第3条第1項に基づき国又は道から交付を

受けた補助金の額を減じた額の範囲内とする。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、当該事業の施行によって直接利益を受けることとなる農地の所有者及び施設

の利用者から徴収する。
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